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平成２９年３月２日～３月１６日 

町議会定例会会議録 

 平成２９年３月２日第１回上三川町議会定例会は、上三川町役場議場に召集された。 

１．応招議員は、次のとおりである。 

   第１番 篠塚 啓一   第２番 宇津木宣雄 

   第３番 海老原友子   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 髙橋 正昭   第８番 稲川  洋 

   第９番 石﨑 幸寛   第10番 勝山 修輔 

   第11番 生出 慶一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 松本  清   第14番 稲葉  弘 

   第15番 田村  稔   第16番 津野田重一 

２．出席議員は、次のとおりである。 

   第１番 篠塚 啓一   第２番 宇津木宣雄 

   第３番 海老原友子   第４番 神藤 昭彦 

   第５番 小川 公威   第６番 志鳥 勝則 

   第７番 髙橋 正昭   第８番 稲川  洋 

   第９番 石﨑 幸寛   第10番 勝山 修輔 

   第11番 生出 慶一   第12番 稲見 敏夫 

   第13番 松本  清   第14番 稲葉  弘 

   第15番 田村  稔   第16番 津野田重一 

３．欠席議員 

   なし 

４．職務のため本会議に出席した者は、次のとおりである。 

   議会事務局長 石戸  実  書記（総務係長） 遠井 正 

   書    記 柳田 裕子 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、次のとおりである。 

   町  長      星野 光利    副 町 長      隅内 久雄 

   教 育 長      森田 良司    総務課長      田中 文雄 

   企画課長      秋山 正徳    税務課長      伊澤 幸延 

   住民生活課長    小島 賢一    福祉課長      川島 信一 

   健康課長      梅沢 正春    保険課長      海老原俊輔 

   産業振興課長    石﨑  薫    都市建設課長    伊藤 知明 

   建築課長      川島 勝也    上下水道課長    小林  実 

   農業委員会事務局長 小池 光男    会計管理者兼出納室長 吉澤 佳子 

   教育総務課長    枝  淑子    生涯学習課長    星野 光弘 



 

６．本会議の事件は、次のとおりである。 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

   日程第２  会期の決定 

   日程第３  議案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

   日程第４  議案第２号 上三川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   日程第５  議案第３号 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例の制定につ

いて 

   日程第６  議案第４号 上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   日程第７  議案第５号 上三川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

   日程第８  議案第６号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

   日程第９  議案第７号 上三川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

   日程第10  議案第８号 上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

   日程第11  議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

   日程第12  議案第10号 町立学校医等に対する報酬支給条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   日程第13  議案第11号 上三川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

   日程第14  議案第12号 上三川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

   日程第15  議案第13号 町道路線の認定について 

   日程第16  議案第14号 上三川町営住宅入居者選考委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

   日程第17  議案第15号 上三川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   日程第18  議案第16号 平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第７号） 

   日程第19  議案第17号 平成２８年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 



 

   日程第20  議案第18号 平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算(第３号) 

   日程第21  議案第19号 平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

   日程第22  議案第20号 平成２８年度上三川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

   日程第23  議案第21号 平成２８年度上三川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

   日程第24  議案第22号 平成２８年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号） 

   日程第25  議案第23号 平成２９年度上三川町一般会計予算 
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午前１０時００分 開議 

○議長【津野田重一君】 皆さん、ご起立、願います。 

（全員起立） 

○議長【津野田重一君】 おはようございます。 

（議員・執行部 一同礼） 

○議長【津野田重一君】 ご着席ください。 

 平成２９年第１回上三川町議会定例会の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、条例制定をはじめ、平成２９年度予算など重要議案が提出されます。議員各位には慎重

に審議を尽くされ、町民の負託に応えられますようご期待をいたします。また、議会運営につきまして

もご協力をお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 ただいまから平成２９年第１回上三川町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員数は１６人です。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程に入る前に諸般の報告をいたします。 

 議会事務局長に報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長【石戸 実君】 それでは、諸般の報告をいたします。 

 まず、監査関係では、例月現金出納検査結果が、平成２８年１１月分から平成２９年１月分までの３

カ月分、及び平成２９年２月に実施された定例監査結果報告が提出されております。 

 次に、組合議会関係では、平成２８年第３回石橋地区消防組合議会定例会審査結果、及び平成２９年

第１回小山広域保健衛生組合議会定例会審査結果が提出されております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長【津野田重一君】 諸般の報告内容につきましては、お手元に配付の資料のとおりであります。 

 日程に入ります。本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１、会議録署名議員の指名を議題といたします。 

 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員に、１４番・稲葉 弘君、１番・篠塚啓一君を指

名いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期につきましては、過日、議会運営委員会で慎重に審議され、お手元に配付のとおりで

あります。 

 会期日程案について、議会運営委員長の報告を求めます。１３番、議会運営委員長、松本 清君。 

（１３番・議会運営委員長 松本 清君 登壇） 

○１３番・議会運営委員長【松本 清君】 平成２９年第１回上三川町議会定例会会期報告をいたしま

す。 
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 本日招集されました平成２９年第１回町議会定例会の運営について議長より諮問され、２月１０日及

び２４日に議会運営委員会を開き協議をしましたので、その結果についてご報告をいたします。 

 本定例会に執行部から付議された案件は、議案２９件、一般質問通告者９人であります。 

 会期につきましては、本日３月２日から３月１６日までの１５日間といたしました。 

 １日目の本日は、会期等の決定後、議案を上程し、議案第１号については人事案件のため、委員会付

託を省き採決をお願いいたします。議案第２号から議案第１５号までにつきましては、提案説明後、質

疑を行い、所管の常任委員会に付託し審査をお願いいたします。議案第１６号から議案第２２号までの

補正予算につきましては、提案説明後、全体質疑、討論を行い、本日、採決をお願いいたします。議案

第２３号から議案第２９号までの平成２９年度当初予算につきましては、１日目、及び２日目の提案説

明後、全体質疑を行い、所管の常任委員会に付託し審査をお願いいたします。 

 なお、付託する委員会は、お手元の付託案件一覧表のとおりであります。 

 ３日目及び４日目は休会といたします。 

 ５日目及び６日目は一般質問を行います。一般質問は、くじで決定した順により、５日目５人、６日

目４人といたしました。 

 ７日目及び８日目は休会といたします。 

 ９日目、１２日目及び１３日目は常任委員会を開き、付託案件審査をお願いいたします。 

 なお、常任委員会の開会は午前９時でお願いいたします。 

 １０日目、１１日目、及び１４日目は休会としますが、１４日目は各常任委員会の報告書作成日とし

ましたので、委員長は報告書の取りまとめをお願いいたします。 

 １５日目を最終日として、各常任委員長より付託案件審査結果報告をいただき、質疑、討論、採決を

行い、全議案を議了したいと思います。また、最終日に議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の採決

をお願いいたします。 

 なお、諸般の都合で日程に変更があった場合は、議長において取り計らいをお願いいたします。 

 以上をもちまして、議会運営委員会としての報告を終わります。 

○議長【津野田重一君】 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から１６

日までの１５日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１６日までの１５日間と

決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第３、議案第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任に

つき同意を求めることについて」、ご説明いたします。 
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 固定資産評価審査委員３名のうち、このたび委員の森 玄雄氏が、来る３月３１日をもって任期満了

となるため、同氏を再任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるため、

提案するものでございます。 

 森氏は、４期１２年にわたり、固定資産評価審査委員として、その豊富な経験と知識を発揮され、公

平・中立的な立場から、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服審査などにご尽力いただきま

した。今後も、その高い識見と長年培われた経験を本町の地方自治の進展に寄与いただけるものと考え

ております。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたが、本件につきましては、質疑・討論を省き

直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがって、これから議案第１号を採決いたします。 

 議案第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」、これに同意す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立多数です。したがって、議案第１号は同意することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第４、議案第２号「上三川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」、及び日程第５、議案第３号「教育長の給与及び勤務時間等

に関する条例を廃止する条例の制定について」の２議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第２号「上三川町人事行政の運営等の状況の公

表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、地方公務員法の改正により、任命権者が報告すべき事項に、平成２８年度から導

入された人事評価及び退職管理の状況を報告条項に追加するため、本条例の一部を改正するものでござ

います。 

 次に、議案第３号「教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例の制定について」、ご

説明いたします。 

 このたびの改正は、平成２７年４月１日に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改

正に伴い、施行日以降、新たに任命され教育長は、常勤の特別職としての身分となり、昨年１１月１０

日に任命の新教育長からその適用となりましたことから、旧教育長として規定した本条例が不要となる

ため、本条例を廃止するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりました。これから質疑に入るわけですが、質疑の後、

本議案についてはお手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託しますので、質疑の内容につき
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ましては、努めて基本的な事項としてください。 

 なお、所属する委員会の内容につきましては、委員会において質疑をお願いいたします。 

 また、以降の議案においても、委員会に付託する議案に係る質疑については同様の取り扱いをお願い

いたします。１４番、稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 １点なんですけども、議案の第２号で、地方公務員法の改正によって人事評

価ということを言われていますけれども、この人事評価というのは、我々はちょっとわからないんです

けれども、どういう方法で要するに人事評価するのか。生徒の場合ですと通信簿ということになると思

うんですけども、行政のほうでどういうふうな評価をするのかね、それをお聞きしたいと思います。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 人事評価につきましては、平成２８年４月から国のほうの法律で実施が義務づけられたものでござい

ます。それ以前につきましても、勤務評定と人事評価にかわる評価自体は実施しておりましたが、昨

年４月から国の義務づけがなされたというものです。中身につきましては、各市町村、また行政ごとに

それぞれ考えるものでそれぞれ違うんですが、本町で実施しておりますのは、目標管理による実績評価

と、個人の能力評価の二本立てで実施しております。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第６、議案第４号「上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」、及び日程第７、議案第５号「上三川町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」の２議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第４号「上三川町職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するため、「地方公務員の育児休業等

に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改

正する法律」に基づき、本町職員に対し、介護及び育児に関する休暇制度等について、介護休暇の分割

取得や介護時間の新設など、国家公務員の勤務条件に準じた改正を行うため本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 次に、議案第５号「上三川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、

ご説明いたします。 

 このたびの改正は、「地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、育児休業等の対象となる子の
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範囲の拡大、及び介護時間の制度が新設されたことなどから規定を改めるため、本条例の一部を改正す

るものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第８、議案第６号「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」、及び日程第９、議案第７号「上三川町職員の配偶者同行休業に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」の２議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第６号「技能労務職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、「地方公務員の

育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

の一部を改正する法律」に基づき、国家公務員の取り扱いに準じ、育児休業等の対象となる子の範囲の

拡大及び介護休暇の分割取得、さらに介護時間の新設を規定するため本条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 次に、議案第７号「上三川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、外国で勤務等を行う配偶者との生活を希望する職員の休業は、３年の休業期間の

範囲内で、期間の延長を一度申請できることとしておりますが、国家公務員の取り扱いに準じ、特別な

事情がある場合における再延長の規定を新たに追加するため、本条例の一部を改正するものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１０、議案第８号「上三川町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部
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を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第８号「上三川町行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正

により、引用している条項にずれが生じるため本条例の一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。９番、石﨑幸寛君。 

○９番【石﨑幸寛君】 附則で、「この条例は、２９年５月３０日から施行する。」となっていますけ

れども、この理由はどういうことでしょうか。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 附則につきましては、法律に合わせるということでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 １０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 これは委員会に付託されるんですが、簡単に言うと、どういうことでもって

これを考えればいいのか、ちょっと簡単に説明してくれますか。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 内容につきましては、ことしの７月から地方公共団体間での情報提供、相

互にやりとりが開始されます。それに伴いましてマイナンバー法、国で言いますと、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、こちらのほうの１９条に新たに、そういった

情報連携が開始されることに伴いまして、１号、号が加わりましたので、今まで引用した号が１号繰り

下がるので、本条例については変更はございませんが、引用している国の法律に１号加わったために今

回の改正が必要となるものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 １０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 ですから、その中身を、どういうふうに１号加わって、どういうふうになっ

たから改正するのか教えてくださいということなんです。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 先ほど申しましたとおり、地方公共団体間での情報がやりとりされるとい

うのが、今までは規定がございませんでした。それが１号加わりましたので、今まであった条項につい

ては地方公共団体間で、例えば、教育委員会と町部局でのやりとりができるということで定まっており

ました。その条項が１号ずれたので、今までそれを引用していた本条例のほうの改正を行ったというこ
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とでございます。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１１、議案第９号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、及び日程第１２、議案第１０号「町立学校医等

に対する報酬支給条例の一部を改正する条例の制定について」の２議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第９号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５に基づき設置する、上三

川町学校運営協議会の委員の報酬、及び総務省の地域おこし協力隊推進要綱に基づき設置を予定してお

ります、上三川町地域おこし協力隊の隊員の報酬を定めるため、本条例の一部を改正するものでござい

ます。 

 次に、議案第１０号「町立学校医等に対する報酬支給条例の一部を改正する条例の制定について」、

ご説明いたします。 

 このたびの改正は、労働安全衛生法に基づく上三川町立学校職員のストレスチェックに係る面接相談

医の面接指導の報酬を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。１４番、稲葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 議案第９号の中で、学校運営協議会委員ということでありますけれども、具

体的にはどういう仕事をやるんですか、それをお聞きしたいと思います。 

 議案第１０号は、学校職員のストレスチェックということで条例改正ということなんですけども、今

の学校の先生方の状況、例えば、長期欠席者がどのぐらいいるのか、それがわかれば、中身ですね、ぜ

ひ、つかんでいる範囲でお教えいただきたいと思います。 

○議長【津野田重一君】 教育総務課長。 

○教育総務課長【枝 淑子君】 ただいまのご質問の議案第９号の件について先にお答えいたします。 

 学校運営協議会の運営の内容でございますが、学校の運営や学校の課題に対して広く保護者や地域住

民の皆さんが参加できる仕組みを導入して、地域ならではの創意や工夫を生かした特色ある学校づくり

を進めていくために、上三川型コミュニティスクールを２９年度から研究調査をしていくために学校運

営協議会を設置し、そこの委員を定めるものでございます。 

 続きまして、議案第１０号の学校医の報酬の関係ですが、こちらに関しまして、現在の上三川町立小
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中学校の教職員の中に、長期の休業をとっている職員はございません。 

 以上でございます。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１３、議案第１１号「上三川町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、及び日程第１４、議

案第１２号「上三川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について」の２議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第１１号「上三川町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明

いたします。 

 このたびの改正は、介護保険法第７８条の４の規定に基づき、従うべき基準としている厚生労働省令

の一部が改正となり、地域密着型通所介護の基準を新たに定める必要があるため、本条例の一部を改正

するものでございます。 

 次に、議案第１２号「上三川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、介護保険法第１１５条の１４の規定に基づき、従うべき基準としている厚生労働

省令の一部が改正され、介護予防小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準等の改正により、本条例

の一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。勝山議員、常任委員会での質疑をお願いいたします。 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 質疑もないようですので、これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１５、議案第１３号「町道路線の認定について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 
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○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第１３号「町道路線の認定について」、ご説明

いたします。 

 本案件につきましては、道路法第８条第１項の規定により、住宅開発に伴い整備され、町に帰属され

た道路等１１路線を町道路線として認定したいので、同条第２項の規定に基づき、議会の議決を求める

ものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。１２番、稲見敏夫君。 

○１２番【稲見敏夫君】 ちょっとお尋ねしたいんですが、この町道を認定する場合に町の規定とか、

そういうのがありましたらお知らせいただきたいと思います。 

○議長【津野田重一君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【伊藤知明君】 ただいまのご質問にお答えします。 

 町道認定に当たりましては、町の町道認定基準がございまして、そちらのほうの基準に基づいて町道

認定をするものでございます。認定基準の具体的内容につきましては、まず、重要な路線であり、かつ

次のいずれかに該当するものというふうなことで、まず、１点目としましては、道路の起点、終点及び

国道、県道または町道のいずれかに通じる道路。２点目としまして、公共施設の相互間を連絡する道

路。３点目としまして、国道、県道、または町道のいずれかの道路から公共施設に通じる道路。４点目

としまして、開発行為等により設置された道路というような基準を設けているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。１４番、稲葉 弘君。 

 あ、済みません。稲葉 弘君、委員会での質疑をお願いいたします。失礼しました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１６、議案第１４号「上三川町営住宅入居者選考委員会条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第１４号「上三川町営住宅入居者選考委員会条

例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、平成２８年度に建築課が新設されたことに伴い、事務分掌が変更されたことによ

り本条例の一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 



10 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１７、議案第１５号「上三川町企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました議案第１５号「上三川町企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。 

 このたびの改正は、「地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」等に基づき、本町職員の介護及び育児に

関する休暇制度等について、介護休暇の分割取得や介護時間の新設などを規定するため本条例の一部を

改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 なお、質疑の後、本議案については、お手元の付託案件一覧表のとおり所管の委員会に付託いたしま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第１８、議案第１６号「平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第７

号）」から日程第２４、議案第２２号「平成２８年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」まで

の７議案を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました、議案第１６号から議案第２２号までを一括説明い

たします。 

 まず、議案第１６号「平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第７号）」について、主なものをご

説明いたします。 

 今回の補正予算は、当面する課題に適切に対応するとともに、歳入歳出予算額の確定、もしくは確定

見込みのもの、さらに、繰越明許費の追加、地方債の追加及び変更とあわせ、今後の町政運営に配慮す

ることとして編成したものでございます。 

 まず、歳入予算につきましては、町税では、個人町民税及び固定資産税の増額補正を、国庫支出金で

は、主に保育所等整備交付金の減額補正を、県支出金では、主に安心こども特別対策事業に係る補助金
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の増額補正を、繰入金では、財政調整基金繰入金及び義務教育施設整備基金繰入金の減額補正を、町債

では、教育債を増額補正いたします。 

 歳出予算につきましては、総務費では、主に財政調整基金の積立金の増額補正を、民生費では、主に

障がい者自立支援給付費、及び児童医療費助成に係る扶助費の増額補正を、衛生費では、主に不燃物・ 

びん缶収集運搬業務に係る委託料を、クリーンパーク茂原廃棄物処理及び小山広域保健衛生組合し尿処

理に係る負担金の減額補正を、農林水産業費では、主に農地集積推進事業に係る交付金、農業集落排水

事業特別会計への繰出金の減額補正を、商工費では、企業誘致奨励金交付事業に係る交付金の減額補正

を、土木費では、主に地籍調査事業に係る委託料、公共下水道事業特別会計への繰出金の減額補正を、

消防費では、主に防災無線等整備事業に係る工事請負費の減額補正を、教育費では、主に幼稚園就園奨

励費及び第３子以降子育て支援費に係る補助金の減額補正をするものでございます。さらに、自治体情

報セキュリティ強化対策事業、個人番号カード・通知カード発行事務負担金、障がい児通所施設整備事

業、上三川いきいきプラザ施設設備修繕事業、大山保育所整備事業、富士山地区市街地整備事業に係る

繰越明許費の補正を、障がい児通所施設整備事業に係る地方債の追加を、消防防災施設等整備事業及び

学校教育施設等整備事業に係る地方債の変更をするものでございます。 

 この結果、歳入歳出予算の総額に３,８６６万２,０００円を追加し、補正後の平成２８年度一般会計

歳入歳出予算の総額を１１７億２６８万１,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１７号「平成２８年度上三川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」についてご

説明いたします。 

 歳入では、保険税及び共同事業交付金の収入見込額の減、国県支出金、療養給付費交付金、前期高齢

者交付金及び一般会計繰入金の額の確定に伴う補正など、歳出では、人件費及び保険給付費の支出見込

額の減、介護納付金、共同事業拠出金、及び後期高齢者支援金の額の確定に伴う補正などで、歳入歳出

予算を１億３,６６２万８,０００円減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３６

億２,０７９万５,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１８号「平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」についてご

説明いたします。 

 歳入では、保険料・介護給付費準備基金繰入金の増額、及び国・県負担金並びに支払基金交付金の減

額等、歳出では、高額介護サービス費等、給付費等の増額をするもので、歳入歳出予算に１,０５５

万１,０００円を追加し、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ２０億７,６６６万６,０００円とする

ものでございます。 

 次に、議案第１９号「平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について

ご説明いたします。 

 歳入では、一般会計繰入金の減額、歳出では、人件費及び後期高齢者広域連合納付金の減額などで、

歳入歳出予算を９４４万８,０００円減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億３,０４９

万２,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第２０号「平成２８年度上三川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」について

ご説明いたします。 
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 歳入では、主に町債の減額、歳出では主に事業費の確定に伴う委託料及び補償費の減額のため、歳入

歳出予算を４,９３８万１,０００円減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１１

億５,１８８万３,０００円とするのでございます。 

 次に、議案第２１号「平成２８年度上三川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）」につい

てご説明いたします。 

 歳入では、繰入金の減額、歳出では、主に公課費及び需用費の減額のため、歳入歳出予算を８３２

万５,０００円減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３億８０１万９,０００円とするもの

でございます。 

 次に、議案第２２号「平成２８年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」についてご説明いた

します。 

 収益的支出における減額２７７万７,０００円の内容は、主に、会計間の異動により人件費の減額を

するものでございます。 

 次に、資本的収入における減額２,９７８万４,０００円の内容は、工事負担金の減によるものでござ

います。 

 以上で各補正予算の説明を終わります。 

 詳細説明につきましては所管課長より説明をさせますので、慎重審議の上、可決くださいますようお

願いいたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 会議途中ですが、ここで１５分間休憩いたします。 

午前１０時４９分 休憩 

 

午前１１時０４分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復しまして会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 所管課長の説明を求めます。税務課長。 

○税務課長【伊澤幸延君】 議案第１６号「平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第７号）」につ

いてご説明いたします。 

 事項別明細書によりご説明いたします。補正予算書の１２、１３ページをお開き願います。 

 歳入についてご説明いたします。第１款町税、１項町民税、１目個人６,４００万円の増でございま

すが、給与所得の見込みが当初より増となったため増額となったものでございます。２項１目固定資産

税４,０００万円の増でございますが、土地の下落が当初見込みより少なかったこと、償却資産が増え

たことにより増となるものでございます。５項１目都市計画税２００万円の増でございますが、固定資

産税と同じく、土地の下落が当初見込みより少なかったことによる増でございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 続きまして、第３款第１項１目利子割交付金でございますが、預金利率の
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低下に伴いまして３９０万円の減額補正を行うものでございます。 

 第４款第１項１目配当割交付金、これにつきましては、実績に基づき１,６００万円を補正するもの

でございます。 

 第１２款使用料及び手数料、第１項使用料、３目衛生使用料の１８５万７,０００円の減額補正につ

きましては、当初、新規の霊園利用を１７区画で見込んでおりましたが、実績から５区画に見直すもの

でございます。第２項手数料、１目総務手数料の１１２万円の減額につきましては、住民票等のコンビ

ニ交付に係る手数料について、実績に基づき減額するものでございます。 

 第１３款国庫支出金、第１項国庫負担金、１目民生費負担金、補正額３０６万１,０００円。これに

つきましては、１節社会福祉費負担金で、平成２８年度の負担金の額の確定により、国民健康保険保険

基盤安定負担金で３１６万８,０００円を減額しまして、低所得者介護保険料軽減負担金では５

万１,０００円の補正を行うものでございます。また、歳出で詳しいご説明を申し上げますが、サービ

スの利用実績に基づき障害者自立支援給付費を２,０００万円、増額するものでございます。 

 なお、補助率は２分の１でございます。 

 ２節児童福祉費負担金では、児童手当の対象者の確定見込みにより２,０２５万４,０００円を減額し、

保育所運営費の確定見込みにより、子どものための教育・保育給付費を６４３万２,０００円、補正す

るものでございます。第２項国庫補助金、１目総務費補助金１,６３５万５,０００円、こちらの減額に

つきましては、社会保障・税番号システム改修事業の確定によりまして１８万６,０００円を増額し、

地方創生加速化交付金では、ＩＣＴを活用しましたまちづくりにおいて、採択をされなかった事業につ

いて３,４８７万６,０００円を減額し、また、今回の地方創生拠点整備交付金において、障がい児通所

施設整備事業が採択になりましたので、１,８３３万５,０００円を補正するものでございます。 

 １４ページ、１５ページをお開き願います。 

 ２目民生費補助金、補正額１億８４１万６,０００円の減額でございます。内容につきましては、子

ども・子育て支援交付金の額の確定によりまして３８万６,０００円の減額、あけぼし保育園整備に係

る保育所等整備交付金につきましては、利用する補助金を国の補助金から県の補助金に変更したため

に１億８０３万円を全て減額するものでございます。３目衛生費補助金６０万２,０００円の減額。こ

れにつきましては、浄化槽設置整備事業の事業確定見込みによりまして３７万円を減額し、大腸がん検

診無料クーポン券事業の廃止により２３万２,０００円を減額するものでございます。４目土木費補助

金、補正額４７４万１,０００円。これにつきましては、国の補正予算により社会資本整備総合交付金

事業において事業費が増額されたことによるものでございます。５目教育費補助金、補正額２,９７２

万９,０００円。内容としましては、１節教育総務費補助金で、幼稚園就園奨励費の額の確定によりま

して１７３万３,０００円の減額、小中学校のエアコン整備事業において今回、上乗せの加算率が認め

られたため、２節の小学校費補助金で２,０３０万２,０００円、３節の中学校費補助金で１,１１６万

円を補正するものでございます。第３項委託金、３目消防費委託金につきましては、鬼怒川ひ管操作の

点検業務の単価の引き上げによりまして６,０００円の補正を行うものでございます。 

 第１４款県支出金、第１項県負担金、１目民生費負担金、補正額１８５万３,０００円。これにつき

ましては、１節社会福祉費負担金で３３９万１,０００円の増額。内容としましては、平成２８年度の



14 

負担金の額の確定によりまして、国民健康保険保険基盤安定で４２５万６,０００円の減額、後期高齢

者医療保険基盤安定負担金で２３７万９,０００円を減額し、低所得者介護保険料軽減負担金で２

万６,０００円を増額するものでございます。また、国庫負担金で説明いたしましたとおり、利用者の

実績に基づき、障害者自立支援給付金につきましては１,０００万円を補正するものでございます。２

節児童福祉費負担金では１５３万８,０００円の減額補正を行います。内容につきましては、児童手当

で対象者の確定見込みにより４７５万４,０００円を減額しまして、保育所運営費の確定見込みにより、

子どものための教育・保育給付費を３２１万６,０００円、補正する内容でございます。２目土木費負

担金、これにつきましては、地籍調査事業の補助採択額の確定によりまして７１４万円を減額補正する

ものでございます。第２項県補助金、１目民生費補助金、補正額１億１,１９６万７,０００円。後ほど

内容については歳出のほうでご説明いたしますが、２節児童福祉費補助金において、実績見込みにより

まして、妊産婦医療費で７６万５,０００円の減額、子ども医療費では４００万円を増額し、ひとり親

家庭医療費では４２万５,０００円の減額、特別保育事業では、事業費の確定見込みによりまし

て２２６万８,０００円を減額するものでございます。また、第三子以降保育料免除事業では、制度改

正等により２５９万８,０００円を増額し、子ども・子育て支援交付金では、交付金の額の確定により

まして３８万６,０００円を減額するものでございます。また、あけぼし保育園整備に係る補助金とし

まして、県補助金の安心子ども特別対策事業、こちらを利用することとしたため１億９０７

万３,０００円を補正し、施設型給付費等事業費では、額の確定見込みにより１４万円を補正するもの

でございます。２目衛生費補助金３３万３,０００円の減額につきましては、浄化槽設置整備事業の確

定見込みによるものでございます。３目農林水産業費補助金につきましては、９１３万４,０００円の

減額でございます。内容につきましては、歳出で詳しく説明いたしますが、いずれも事業の確定見込み

によるもので、経営所得安定対策直接支払推進事業で３０万６,０００円の減額、環境保全型農業直接

支払交付金で２６万９,０００円の減額、農地集積推進事業で７０５万９,０００円の減額、新規就農総

合支援事業では１５０万円を減額するものでございます。４目商工費補助金、補正額２００万円。内容

としましては、夕顔サマーフェスティバルに県の地域活性化補助金、わがまち未来創造事業、こちらの

導入が採択されたことによるものでございます。６目教育費補助金５３１万円の減額。これにつきまし

ては、制度改正によりまして第３子以降子育て支援事業が、第１子以降保育料免除事業に統合されたこ

とにより減額するものでございます。 

 １６、１７ページをお開き願います。第３項委託金、１目総務費委託金２９万４,０００円の減額。

これにつきましては、各種統計事業の事業確定に伴う交付金の額の確定により、工業統計調査費で１１

万１,０００円の減額、商業統計調査費で１万円の減額、経済センサス費では１７万３,０００円を減額

する内容でございます。 

 第１５款財産収入、第１項財産運用収入、２目利子及び配当金８９万１,０００円、この減額につき

ましては、預金利率の低下に伴うもので、財政調整基金で７０万６,０００円の減額、町債管理基金

で８万３,０００円の減額、土地開発基金では１０万２,０００円を減額する内容でございます。第２項

財産売払収入、１目不動産売払収入、補正額２０６万４,０００円。内容につきましては、公共物売払

収入としまして、多功地内の赤道の売払収入の３０万５,０００円、普通財産売払収入として、東館南



15 

部営農集団倉庫の売払収入１７５万９,０００円でございます。２目物品売払収入、補正額３１１

万９,０００円。主な内容でございますが、庁用車６台の更新に伴う庁用車の売払額の確定により補正

を行うものでございます。 

 第１６款第１項寄附金、１目一般寄附金では、ふるさと納税ほか一般寄附金の確定見込みによりまし

て５３万９,０００円を補正するものでございます。また、２目指定寄附金では、指定寄附金の確定見

込みにより１,０６１万２,０００円を補正する内容でございます。第１７款繰入金、第２項基金繰入

金、１目財政調整基金繰入金１億４,１９４万７,０００円の減額につきましては、事業の確定見込みに

より繰入額を減額するものでございます。３目義務教育施設整備基金繰入金２,１３３万円の減額。こ

れにつきましては、事業費の確定により繰り入れを減額する内容でございます。 

 第２０款第１項町債、２目消防債１,４１０万円の減額。これにつきましては、防災無線整備事業の

確定によるものでございます。３目教育債、補正額６,２９０万円。これにつきましては、小中学校の

エアコン整備に係る補助対象事業費が引き上げられたことに伴いまして、小学校債で４,０６０万円、

中学校債で２,２３０万円を補正するものでございます。５目民生債、補正額１,６８０万円。こちらに

つきましては、障がい児通所施設整備に係る補助裏分を起債するものでございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 続きまして、歳出予算の事項別明細書の説明の前に、給与明細書の説明を

行います。補正予算書の３０ページ、３１ページをお開きください。 

 補正予算給与費明細書、１、特別職、表の下段の比較の欄をごらんください。 

 議員の期末手当４６万３,０００円の減につきましては、平成２８年１月の議員改選に伴い、６月支

給の期末手当が、在職期間係数が１００とならない議員が改選議員においてあったため残額が生じ、減

額するものでございます。その他の特別職１名の減、及び報酬９０万７,０００円の減につきましては、

技術指導専門員１名の減、金額で１６８万円、消防団員出動手当７７万４,０００円の増、交通安全指

導員９万８,０００円の増等が主な理由で、差し引きにより９０万７,０００円の減となるものでござい

ます。 

 次に、３１ページ、２の一般職、（１）総括をごらんいただきたいと思います。職員手当２２３

万７,０００円の減は、昨年の栃木県知事選挙、参議院選挙の執行確定に伴いまして、時間外勤務手当

の残額を減額するものでございます。共済費１,２３０万円の減は、退職手当組合の負担金が、早期退

職者の予定人数より少なかったため減となったものでございます。 

 下段の表、職員手当の内訳でございますが、時間外勤務手当につきましては、先ほどの説明のとお

り、２２３万７,０００円の減は、栃木県知事選、参議院選挙の執行確定に伴うものでございます。 

 以上で人件費の説明を終わります。 

 なお、歳出の事項別明細書の説明の中では、給与関係の説明を省略いたしますので、ご了承いただき

たいと思います。 

 以上で給与費明細書の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 議会事務局長。 
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○議会事務局長【石戸 実君】 続きまして、１８ページ、１９ページをお開き願います。歳出につい

てご説明いたします。 

 第１款議会費、第１項１目議会費、補正額４６万８,０００円の減額でございます。主な内容につき

ましては、特別職期末手当の額の確定により減額するものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 次に、第２款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費について説明い

たします。１節報酬２６万８,０００円の減は、行政事務連絡員会議、９３名おりますが、年２回開催

しまして、延べ３７人の欠席が出たため減額するものでございます。７節賃金４４１万６,０００円の

減は、休職職員が予想より少なかったため、臨時職員の雇用者数減によるものでございます。１９節負

担金、補助及び交付金４２万４,０００円の減は、自治会活動補助金の確定見込みによる減で、当初９

団体、１３自治会を予定しておりましたが、７団体１２自治会に減少したことによるものです。次

に、３目財産管理費を説明いたします。１１節需用費３０３万７,０００円の減は、燃料費１０４万円、

光熱水費１９９万７,０００円の減であり、燃料費の単価、電気料の基本料金が下がったことによるも

のです。１３節委託料２７３万３,０００円の減は、庁舎冷温水機、エレベーターの設計において、入

札に必要な価格の積算設計を、昨年度新設しました建築課においてできたことから委託費を減額するも

のです。１４節使用料及び賃借料３８万８,０００円の減は、バス借り上げ数の減に伴い減額するもの

でございます。１５節工事請負費３３２万６,０００円の減は、冷温水発生機改修工事、急速充電器設

置工事、エレベーター入れかえ工事の入札執行残による減額でございます。 

 次に、４目交通安全対策費について説明いたします。１節報酬１０万８,０００円の増は、交通安全

指導員２名が、この３月をもって勇退されることが決まりました。新交通安全指導員を３月から任命す

るため、新旧指導員の引き継ぎ業務期間が発生するため増額するものでございます。１２節役務費２

万７,０００円の増は、新交通安全指導員の保険料代です。１５節工事請負費１３万４,０００円は、カ

ーブミラーの設置工事の追加でございます。１８節備品購入費２２万２,０００円は、新交通安全指導

員の制服代購入でございます。次に、５目防犯費について説明いたします。１１節需用費５３万円は、

防犯灯の修繕費の追加でございます。次に６目、コミュニティ推進費について説明いたします。１３節

委託料１１万４,０００円の減は、工事の施工監理につきまして、建築課において監理ができたため不

用額となったものでございます。以上でコミュニティ推進費までの説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 続きまして、７目財政管理費、補正額１億８,２８１万円。内容でござい

ますが、１３節委託料のシステム改修につきましては、システム改修の部分で一部、国から無償の貸与

の部分があったため３８６万２,０００円を減額し、２５節積立金では、１億８,６６７万２,０００円

を積み立てます。内容につきましては、事業費の確定見込み等により財政調整基金に１億８,７４６

万１,０００円を積み立てることとし、歳出でもご説明したとおり、預金利率の低下により財政調整基

金で７０万６,０００円の減額、町債管理基金では８万３,０００円を減額する内容でございます。８目

企画費、補正額４,７４６万２,０００円の減額でございます。内容につきましては、１節報酬で１６８
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万円の減額、これにつきましては、開発に係る事業推進に当たり、技術指導員として県等において開発

関係を担当したＯＢの方の委嘱を予定していたところではございますが、適任者がいなかかったため減

額をするものでございます。８節報償費３９万２,０００円の減額。これにつきましては、いずれも事

業の確定によるものでございます。９節旅費１０万４,０００円の減額。こちらにつきましては、先ほ

ど申し上げました技術指導員を委嘱しなかったために費用弁償で３万円を減額し、普通旅費では、事業

の確定見込みによりまして７万４,０００円を減額する内容でございます。１３節委託料３,８２７

万５,０００円の減額。これにつきましては、地方創生加速化交付金で事業が採択されなかった、不採

択の部分でございます。ＩＣＴのまちづくりにおいて、コミュニケーションロボットの保守料、これの

事務機器保守で１７万円を減額、搬入現調として２０万円を減額する内容でございます。あわせまして、

町のＰＲ事業として申請をしておりました東京圏でのイベント開催事業で７３９万円を減額、また、作

成として申請をしておりました介護予防・健康づくり・教育用ロボットのアプリの開発で１,９４０

万９,０００円を減額するものでございます。デマンド交通運行事業では、約１万３,２００人分の運賃

収入額４２５万５,０００円、並びにプロポーザルによる契約時の縮減により６５８万６,０００円、合

わせまして１,１１１万１,０００円を減額するものでございます。１４節使用料及び賃借料では９６

万９,０００円の減額。内容としましては、先ほど申し上げましたが、地方創生加速化交付金の事業の

不採択部分、コミュニケーションロボット２台分の借上料９５万１,０００円の減額。会場借上では、

事業の確定により１万８,０００円を減額する内容でございます。１８節備品購入費の６７６

万１,０００円の減額でございます。これにつきましても、地方創生加速化交付金の事業の不採択によ

りまして、タブレット３８台分の購入費用として６７６万１,０００円を減額するという内容でござい

ます。 

 ２０ページ、２１ページをお開き願います。 

 １９節負担金、補助及び交付金では、事業費の確定により、生活バス路線維持事業で５８

万１,０００円、バス運行対策費補助事業で１０万８,０００円を補正するものでございます。９目広報

広聴費１２５万円の減額。内容としましては、「広報かみのかわ」の印刷費の確定によるものでござい

ます。１０目情報管理費、補正額１,０００円でございます。これにつきましては、１２節の役務費で、

通信回線利用料の確定により４万２,０００円を増額し、１９節の負担金、補助及び交付金で、研修負

担金の確定によりまして４万１,０００円を減額、このような内容でございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 住民生活課長。 

○住民生活課長【小島賢一君】 続きまして、同じページの中段でございます。第３項戸籍住民基本台

帳費、１目戸籍住民基本台帳費、これにつきましては、その補正額の財源内訳を見ていただきたいので

すが、国県支出金が３０万円の増額、一般財源が３０万円の減額となっており、財源内訳の変更でござ

います。２目住民情報管理費についてご説明いたします。１３節委託料でございますが、主なものとし

て、搬入現調費につきましては、リース物件の撤去費の確定による３８万２,０００円の減額、及びコ

ンビニ交付利用が少なかったことにより、事業者への委託料６８万８,０００円を減額するものでござ

います。 
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 以上でございます。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 続きまして、第４項選挙費について説明いたします。３目栃木県知事選挙

費、こちらにつきましては、知事選挙執行が確定したため残額について補正するものでございます。同

じく４目参議院議員選挙費、こちらにつきましても、選挙の執行が確定したため残額について減額補正

するものでございます。 

 以上で選挙費の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 続きまして、第５項統計調査費、１目統計調査総務費でございます。２５

万３,０００円の減額。内容としましては、統計事業の事業費の確定によりまして、１節報酬で９

万９,０００円を減額し、７節賃金で１３万１,０００円の減額、１１節需用費では２万３,０００円を

減額するものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 議会事務局長。 

○議会事務局長【石戸 実君】 続きまして、第６項１目監査委員費、補正額５万３,０００円の減額

でございます。主な内容につきましては、監査委員研修に日程の都合等で参加できなかったことから、

旅費等を減額するものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 続きまして、２２、２３ページをお開きください。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、１目社会福祉総務費について、１３節委託料は、本郷地域福祉セ

ンター内のアカマツの松くい虫防除です。２３節償還金、利子及び割引料は、平成２７年度臨時福祉給

付金事業費精算に伴う国への返還金です。２５節積立金、ふるさと納税採納によるものです。２目障害

者福祉費、１２節役務費は、障がい児通所支援施設整備に伴う上下水道の検査手数料です。１３節委託

料のシステム改修は、マイナンバー制度によるシステム改修費額確定による補正減と、障がい児通所施

設整備の工事管理費です。１５節工事請負費は、北地域福祉センターを障がい児通所施設に改修する工

事です。１８節備品購入費は、障がい児通所施設のロッカー等の購入費です。１９節負担金、補助及び

交付金は、下野市子ども発達支援センターこばと園の人件費減による負担金の減額です。２０節扶助費

は、障がい福祉サービスで、生活介護９件、就労継続支援６件などの利用者増によるものです。２３節

償還金、利子及び割引料は、平成２７年度事業費の精算による国県への返還金です。 

 なお、障がい児通所施設整備に関する、１２節の役務費、１３節委託料、１５節工事請負費、１８節

備品購入費については、地方創生拠点整備交付金の補助対象で、さらに完了時期が４月以降となるため

繰越明許費となります。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 健康課長。 

○健康課長【梅沢正春君】 続きまして、４目上三川いきいきプラザ管理費の補正額９７２万円の増額
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は、１１節需用費のうちの修繕料で、いきいきプラザの空調管理に必要なヒートポンプ装置３台のうち

の１台の圧縮機の修繕に係る経費でございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 保険課長。 

○保険課長【海老原俊輔君】 続きまして、５目老人福祉費３,４７７万２,０００円の減額の内容につ

いてご説明いたします。１９節負担金、補助及び交付金の６０２万５,０００円の減額につきましては、

後期高齢者医療広域連合負担金の額の確定によるものでございます。２８節繰出金２,８７４

万７,０００円の減額につきましては、国民健康保険事業特別会計への繰出金が、保険基盤安定繰出金

等の額の確定などによりまして１,９５１万５,０００円の減額、介護保険事業特別会計への繰出金が、

事務費等の増により２１万６,０００円の増額、後期高齢者医療特別会計への繰出金が、職員給与費並

びに事務費等の減によりまして９４４万８,０００円の減額補正をするものでございます。続きまし

て、６目国民年金事務費、補正額５５万１,０００円の減額の内容につきましては、１３節委託料、社

会保障・税番号利用制度に伴いますシステム改修費について、こちらが不要となったため減額をするも

のでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 続きまして、第２項児童福祉費、１目児童福祉総務費について、１３節委

託料のうちシステム改修は、マイナンバー制度によるシステム改修額確定による減額です。指定管理費

は、明治学童クラブ入所者が見込みより少なかったことにより、指導員が３名から２名基準となったこ

となどによる減額です。放課後児童健全育成事業は、本郷北小学校学童クラブで障がい児の受け入れが

なかったこと等による減額です。１９節負担金、補助及び交付金は、栃木結婚支援センターがことし１

月に開所したことに伴う、今年度の市町村負担金です。２０節扶助費のうち、児童手当は見込みよ

り１０２人余り少なくなることが見込まれることによる減額です。第３子以降出産祝金は、妊娠届出等

から該当者が７名少なくなることが想定されるため減額するものです。２目母子福祉費、２０節扶助費

のうち、児童医療助成は、今年度、支払実績が増えたための増額です。ひとり親家庭医療費助成と妊産

婦医療費助成は、支払実績が減ったための減額です。３目保育所費、１３節委託料のうち、子どものた

めの教育・保育給付費は、人事院勧告に伴う公定価格の増額による増額です。病児・病後児保育は、負

担金への組みかえに伴う減額です。 

 次の２４ページ、２５ページをお開きください。 

 １９節負担金、補助及び交付金のうち、病児・病後児保育は委託料からの組みかえに伴う増額です。

民間保育園助成事業は、延長保育や一次預かり保育が少なかったことなどによる減額です。２３節償還

金、利子及び割引料は、２７年度事業費の精算による国県への返還金です。５目子育て支援センター費

につきましては、財源組みかえによるものです。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 健康課長。 

○健康課長【梅沢正春君】 続きまして、第４款衛生費、第１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の補
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正額２１万７,０００円の増額は、１９節負担金、補助及び交付金のうちの富士山地区の道路新設に伴

う水道管布設工事費の増額に伴う負担金の増でございます。続きまして、２目予防費の補正額７７５万

円の減額は、妊産婦健診及び予防接種の対象者が当初を下回る見込みであることによる１３節委託料

の７５０万円の減額と、同様の理由により予防接種に係る償還払いが減少したため、１９節交付金

を２５万円減額するものでございます。 

 続きまして、６目がん結核等対策費の補正額７１万３,０００円の減額は、国庫補助事業の改正によ

り、１１節需用費の印刷製本費に不用額が生じたことによる７３万円の減と、国庫補助事業費の額の確

定により返還金が生じたことによる、２３節償還金、利子及び割引料の増１万７,０００円でございま

す。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 上下水道課長。 

○上下水道課長【小林 実君】 続きまして、７目環境整備費、１９節負担金、補助及び交付金９７

万４,０００円の減額につきましては、浄化槽設置申込件数の減によるものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 住民生活課長。 

○住民生活課長【小島賢一君】 続きまして、８目環境衛生費でございますが、１９節負担金、補助及

び交付金で、芳賀地区広域行政組合斎場負担金の確定により７５万７,０００円を減額、及び、住宅用

太陽光発電システム設置件数が当初見込みより少なかったため１５０万円の減額補正をするものでござ

います。次に、２項清掃費、２目じん芥処理費の１３節委託料についてでございますが、公共可燃ごみ

収集運搬及び不燃物ごみ・缶収集運搬業務委託について入札を実施したところ、合計８２９

万７,０００円の減額となり、補正するものでございます。続きまして、１９節負担金、補助及び交付

金についてでございますが、クリーンパーク茂原及び小山広域保健衛生組合に対する負担金の額の確定

により、合計２,０３４万円の減額補正をするものでございます。 

 以上で終わります。 

○議長【津野田重一君】 産業振興課長。 

○産業振興課長【石﨑 薫君】 続きまして、第６款農林水産業費、第１項農業費、３目農業振興費

の１,１４３万円の減額補正でございますが、これは１９節負担金、補助及び交付金の減額によるもの

で、補助金の野菜価格安定対策事業、農業近代化資金等利子補給、さらには、園芸産地振興対策事業に

おきまして、支援の対象とする事業への取り組みが見込みより少なかったことに伴い、交付する補助金

の額が減額となりますことから補正するものでございます。 

 ２６、２７ページをお開き願います。 

 また、交付金の環境保全型農業直接支援対策事業、農地集積協力金、さらには青年就農給付金におき

ましても、支援対象事業量の確定に伴い、交付する補助金の額が減額となりますことから補正するもの

でございます。続きまして、５目農地費の１,０７６万１,０００円の減額補正でございますが、これ

は１９節と２８節の減額によるもので、１９節負担金、補助及び交付金の２４３万６,０００円の減額

につきましては、県営事業として実施します多功地内の江川改修事業の負担金につきまして、事業費の
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確定に伴い負担額が減額となりますことから補正するものでございます。また、２８節繰出金８３２

万５,０００円の減額は、農業集落排水事業特別会計の確定見込みによりまして歳出額が減額となりま

すことから、繰出金について減額するものでございます。続きまして、７目農業対策推進費の２９４

万６,０００円の減額補正でございますが、これは１９節負担金、補助及び交付金の減額によるもので、

農業再生対策推進事業の２６４万円の減額は、補助金の交付先となっております農業再生協議会におき

まして、事業費の確定見込みにより歳出額が減額となりますことから、町からの補助金について減額す

るものでございます。また、経営所得安定対策直接支払推進事業の３０万６,０００円の減額は、国か

ら交付される補助金の交付額が予算計上額より減額となりますことから、経営所得安定対策の推進を行

い、当該補助金相当額を交付しております農業再生協議会への補助金についても減額すべく補正するも

のでございます。 

 続きまして、第７款商工費、第１項商工費、２目商工振興費の６３８万円の減額補正でございますが、

これは、１９節負担金、補助及び交付金の減額によるもので、テクノパークかみのかわに進出した企業

に対する企業誘致奨励金について、奨励金の算定根拠としております固定資産の投資額が見込みより低

額であったため、交付する補助金についても減額となりましたことから補正するものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 都市建設課長。 

○都市建設課長【伊藤知明君】 続きまして、第８款土木費、第１項土木管理費、２目地籍調査費の補

正額９４０万６,０００円につきましては、県負担金の額が確定したことにより、１３節委託料を減額

するものでございます。次に、第２項道路橋梁費、３目道路新設改良費の補正額８１万６,０００円に

つきましては、一般事務補助員の賃金が確定したことにより減額するものでございます。次に、第４項

都市計画費、１目都市計画総務費の補正額につきましては、富士山地区市街地整備事業におきまして、

新設区画道路６－１４号の年度内での道路用地取得及び物件補償が困難になったことから、１７節公有

財産購入費の１,３１０万円と、２２節補償、補填及び賠償金の１,４００万円を減額するとともに、同

地区内で現在進めております町道５－２０４号線の道路改良工事の早期完成を図るため、１５節工事請

負費を２,７１０万円増額するものでございます。 

 なお、工事の実施に当たりましては、繰越事業により執行いたします。 

 また、２８節繰出金の１,０３８万１,０００円の減額につきましては、公共下水道事業の減額に伴う

ものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 続いて、第９款消防費、第１項消防費、２目非常備消防費、１節報酬７７

万４,０００円の増額は、昨年、工場火災等により消防団員の出動が増えたため増額するものでござい

ます。次に、同項４目水防費、１３節委託料７,０００円の増額につきましては、国からの委託費の単

価が増額により１３節委託料を増額するものでございます。 

 次に、補正予算書の２８ページ、２９ページをお開きください。 

 ５目災害対策費、１５節工事請負費１,０６２万１,０００円の減は、デジタル移動系防災行政無線工
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事の執行残を減額するものでございます。 

 以上で消防費の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 教育総務課長。 

○教育総務課長【枝 淑子君】 続きまして、第１０款教育費、第１項教育総務費、２目事務局費につ

いてご説明いたします。２４節投資及び出資金１万円の増額につきましては、上三川町かんぴょう問屋

組合からふるさと人材育成基金への寄附金、さらには、２５節積立金４３万円の増額は、ふるさと納税

に伴う受入金額を義務教育施設整備基金に積み立てするためのものでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 福祉課長。 

○福祉課長【川島信一君】 続きまして、４目幼稚園費についてご説明いたします。１９節負担金、補

助及び交付金のうち、幼稚園就園奨励費は、当初見込みより対象児童が６４人ほど少なくなることが見

込まれることによる減額です。第３子以降子育て支援費は、当初見込みより対象児童が６人ほど少なく

なることが見込まれることによる減額です。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 教育総務課長。 

○教育総務課長【枝 淑子君】 続きまして、第２項小学校費、１目学校管理費、１１節需用費の光熱

水費につきましては、電気料金について、基本料金の値下げ及び燃料調整費の値下げにより当初見込み

より支出が少なかったために４００万円の減額補正をお願いするものです。第３項中学校費、１目学校

管理費、１１節需用費の光熱水費につきましても、小学校同様の理由により１２０万円の減額補正をお

願いするものです。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 生涯学習課長。 

○生涯学習課長【星野光弘君】 続きまして、第４項社会教育費についてご説明いたします。２目公民

館費、１５節工事請負費３０万円の減額補正につきましては、中央公民館電気引き込みのための高圧ケ

ーブル改修工事において、実際の工事費が安く実施できましたことによる執行残を減額するもので

す。３目図書館費、１３節委託料１７３万９,０００円の減額補正につきましては、図書館エレベータ

ーの改修工事の設計業務委託料を計上したものですが、工事入札執行のための設計業務を建築課におい

て直営で実施することにより、予算執行の必要がなくなるため減額補正するものです。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 教育総務課長。 

○教育総務課長【枝 淑子君】 続きまして、第５項４目給食センター費につきましては、１３節委託

料におきまして、給食センター調理等業務委託の額が確定したことに伴い、不用額２２５万７,０００

円を減額するものです。 

 以上でございます。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 続きまして、第１２款第１項公債費、１目元金で６万６,０００円を増額
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しまして、２目利子では１３５万１,０００円を減額するものでございます。これにつきましては、借

り入れ１０年後の利率見直しによる、元金並びに利子償還額の確定によるものでございます。 

 ページを戻っていただきまして、８ページをお開き願います。 

 第２表繰越明許費でございます。こちらの補正につきましては、表に記載のとおり、第２款総務費、

第１項総務管理費、自治体情報セキュリティ強化対策事業２,２０２万４,０００円から、第８款土木費、

第４項都市計画費、富士山地区市街地整備事業の４,０１０万円までの事業につきましては、いずれも

平成２８年度内の事業完了が困難であるため、それぞれ繰越明許をするものでございます。 

 第３表地方債補正でございます。これにつきましては、まず追加としまして、今回の補正で計上いた

しました障がい児通所施設整備事業につきまして、表に記載のとおり定めるものでございます。また、

次に変更でございますが、補助事業費の確定によりまして、消防防災施設等整備事業、こちらの限度額

を１億３,０８０万円から１億１,６７０万円に、学校教育施設等整備事業の限度額を６億３,０４０万

円から６億９,３３０万円に変更するものでございます。 

 以上で、平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第７号）の説明を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 会議途中ですが、昼食のため休憩いたします。午後１時より再開いたします。 

午前１１時５７分 休憩 

 

午後１時００分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復しまして会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 保険課長。 

○保険課長【海老原俊輔君】 それでは、続きまして、議案第１７号「平成２８年度上三川町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）」についてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 第１款第１項保険税、１目一般被保険者保険税、補正額４２０万円の減額につきましては、１節か

ら３節の現年課税分につきましては、退職被保険者から一般被保険者への資格移動の見込みが当初過少

であったことなどから、１節の医療費給付分を１,１７０万円、２節の後期高齢者支援金分を３７０万

円、３節の介護納付金分を２１０万円、それぞれ増額するものでございます。また、４節から６節の滞

納繰越分につきましては、最終の徴収実績見込みにより、４節の医療給付費を１,６００万円、５節の

後期高齢者支援金分を４００万円、６節の介護納付金分を１７０万円、それぞれ減額するものでござい

ます。２目退職被保険者等保険税、補正額１,８２０万円の減額につきましては、一般被保険者への資

格移動者の見込みが過少であった関係で減額するものでございます。 

 第４款国庫支出金、第１項国庫負担金、２目高額医療費共同事業負担金、補正額６２４万５,０００

円の増額につきましては、額の確定によるものでございます。第２項国庫補助金、３目制度関係業務準

備事業補助金、補正額１０万８,０００円の減額につきましては、事業費の額の確定によるものでござ

います。 
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 第５款第１項１目療養給付費交付金、補正額１,５８０万５,０００円の増額につきましては、平

成２７年度の療養給付費交付金の額の確定による過年度分の増額でございます。 

 第６款第１項１目前期高齢者交付金７,５９５万１,０００円の減額につきましては、平成２８年度の

前期高齢者交付金の額の確定によるものでございます。 

 次のページ、１２ページ、１３ページをお開き願います。 

 第７款県支出金、第１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金、補正額６２４万５,０００円の

増額につきましては、額の確定によるものでございます。第８款第１項共同事業交付金、２目保険財政

共同安定化事業交付金、補正額３,８００万円の減につきましては、交付見込額の減額によるものでご

ざいます。 

 第１０款第１項繰入金、１目基金繰入金、補正額８９４万９,０００円の減額につきましては、療養

給付費の減額等により、補正に必要な財源が確保されたため減額補正するものでございます。２目一般

会計繰入金、補正額１,９５１万５,０００円の減額につきましては、１節保険基盤安定繰入金が、額の

確定によりまして９８９万９,０００円を減額し、２節職員給与費等繰入金が、職員給与費の減額並び

に事務費の確定等により９３３万２,０００円の減額、４節財政安定化支援事業繰入金は、額の確定に

よりまして２８万４,０００円を減額するものでございます。 

 １４ページ、１５ページをお開き願います。 

 次に、３の歳出についてご説明いたします。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費９１９万２,０００円の減額補正でございます

が、２節給料、３節職員手当等、４節共済費につきましては人件費の補正でございます。１３節委託

料２４万８,０００円の減額につきましては、国保納付金算定標準システムの改修費が１０万８,０００

円、社会保障・税番号利用制度に伴うシステム改修費が１４万円、それぞれ事業費の確定により減額す

るものでございます。１９節負担金、補助及び交付金の１０万円の減額につきましては、県国保運営協

議会会長会、県外優良保険者事業状況調査が中止となり、参加予定職員分の不用額を減額するものでご

ざいます。第３項１目運営協議会費２４万８,０００円の減額補正でございますが、１節報酬１４

万８,０００円の減額につきましては、国民健康保険運営協議会の開催回数を当初３回予定しておりま

したが、案件がございませんでしたので開催が１回となりましたので不用額を減額するものです。１９

節負担金、補助及び交付金の１０万円の減額につきましては、県国保運営協議会長会への負担金の不用

額を減額するものでございます。 

 第２款保険給付費、第１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、補正額４,５４０万円の減額に

つきましては、給付費の減額により所要の補正を行うものでございます。２目退職被保険者等療養給付

費、補正額１,０４２万２,０００円の減額につきましても、やはり給付費の減額により補正を行うもの

でございます。 

 第２款第２項高額療養諸費、１目一般被保険者高額療養費、補正額１,３４７万円の減額につきまし

ては、給付費の減額により所要の補正を行うものでございます。 

 第４款第１項１目介護納付金１,０５９万５,０００円の減額補正につきましては、納付金の額の確定

によるものでございます。 
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 第５款第１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正額１,３７４万６,０００

円につきましては、拠出金の額の確定によるものでございます。２目保険財政共同安定化事業拠出金、

補正額４,６３３万４,０００円の減額につきましても、拠出金の額の確定によるものでございます。 

 次のページ、１６ページ、１７ページをお開き願います。 

 第１０款第１項１目後期高齢者支援金、補正額１,４４４万３,０００円の減額につきましては、支援

金の額の確定によるものでございます。 

 第１１款第１項１目前期高齢者納付金、補正額２７万４,０００円の減額につきましては、納付金の

額の確定によるものでございます。 

 以上で、国民健康保険事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１８号「平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」につ

いてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 第１款保険料、第１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正額２,０４０万６,０００円につ

きましては、１節の現年度分特別徴収保険料につきまして、被保険者の増などによりまして増額するも

のでございます。 

 第４款国庫支出金、第１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正額９７４万４,０００円の減額

につきましては、平成２８年度の国庫負担金の額の確定によるものでございます。 

 第４款第２項国庫補助金、４目事業費補助金、補正額４１万７,０００円につきましては、介護保険

制度改正に伴うシステム改修費等によるものでございます。 

 第５款第１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金２,９５４万５,０００円の減額補正につきまし

ては、平成２８年度の介護給付費交付金の額の確定によるものでございます。 

 第６款県支出金、第１項県負担金、１目介護給付費負担金７６５万９,０００円の減額補正につきま

しては、２８年度の介護給付費県負担金の額の確定によるものでございます。 

 第８款繰入金、第１項一般会計繰入金、４目の低所得者介護保険料軽減負担金、補正額１０

万３,０００円につきましては、平成２８年度の低所得者介護保険料軽減負担金の額の確定によるもの

でございます。５目その他一般会計繰入金、補正額１１万３,０００円につきましては、２節の事務費

繰入金で、システム改修費の増額などにより増額するものでございます。 

 第８款第２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金３,６４６万円につきましては、財源補填

のため介護給付費準備基金から繰り入れを行うものでございます。 

 次のページ、１２ページ、１３ページをお開き願います。 

 次に、３の歳出についてご説明いたします。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費、補正額４４万３,０００円につきまして

は、１３節委託料で、介護保険制度改正に伴いますシステム改修費としまして１７２万８,０００円を

増額する一方で、社会保障・税番号利用制度に伴いますシステム改修費の額の確定によりまして、こち

らが１９万４,０００円を減額ということで、差し引き１５３万４,０００円を増額補正するものでござ

います。また、高齢者支援計画・介護保険事業計画策定にかかりました事業費の確定によりまして、計
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画策定につきまして１０９万１,０００円を減額するものでございます。 

 第２款保険給付費、第４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費、補正額３２０万円につ

きましては、対象者が当初見込みより増えたことから所要の補正をするものでございます。 

 第２款第６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、補正額５２９

万３,０００円につきましても、対象者が当初見込みより増えたことから所要の補正を行うものでござ

います。 

 第３款地域支援事業費、第１項介護予防日常生活支援総合事業費、１目介護予防生活支援サービス事

業、補正額１６１万５,０００円につきましては、１３節委託料の介護予防ケアマネジメント費用につ

きまして、利用者の増によりまして所要の補正を行うものでございます。 

 それから、恐縮ですが、６ページのほうにお戻りいただきたいと思います。 

 第２表の繰越明許費補正につきましては、第１款総務費、第１項総務管理費の介護保険制度の運用等

に必要なシステム整備事業ということで、こちらにつきましては年度内執行が見込めないため、１７２

万８,０００円を限度額として繰り越すものでございます。 

 以上で、介護保険事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１９号「平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」に

ついてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 第３款繰入金、第１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金６２７万６,０００円の減額につきまして

は、職員給与費の減額、並びにシステム改修費の確定等によるものでございます。２目保険基盤安定繰

入金３１７万２,０００円の減額につきましては、平成２８年度の保険基盤安定繰入金の額の確定によ

るものでございます。 

 次のページ、１２ページ、１３ページをお開き願います。 

 ３の歳出についてご説明いたします。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費６２７万６,０００円の減額補正でございます

が、２節給料、３節職員手当等、４節共済費につきましては人件費の補正でございます。１３節委託

料８８万６,０００円の減額につきましては、社会保障・税番号利用制度に伴いますシステム改修費を

当初計上しておりましたが、不要となりましたので全額、減額するものでございます。１９節負担金、

補助及び交付金３万９,０００円につきましては、受診者の増加による人間ドック補助金の増額でござ

います。 

 第２款第１項１目後期高齢者広域連合納付金３１７万２,０００円の減額につきましては、平成２８

年度の額の確定によるものでございます。 

 以上で、後期高齢者特別会計補正予算の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 上下水道課長。 

○上下水道課長【小林 実君】 続きまして、議案第２０号「平成２８年度上三川町公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）」についてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開きください。 
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 まずは歳入でございますが、第１款第１項負担金、１目下水道事業費負担金１２０万円の減額につき

ましては、公共汚水升の設置件数の減によるものでございます。 

 第２款第１項使用料、１目下水道使用料４８０万円の減額につきましては、増加見込汚水量の減によ

るものでございます。 

 次に、第４款第１項繰入金、１目一般会計繰入金１,０３８万１,０００円の減額につきましては、歳

出の減額に伴うものでございます。 

 次に、第７款第１項町債、２目流域下水道事業債２３０万円、３目特定環境保全公共下水道事業

債３,０７０万円、それぞれの減額につきましては、事業費の確定見込みによるものでございます。 

 次に、１２、１３ページをお開きください。 

 歳出でございますが、第１款第１項総務管理費、１目一般管理費、８節報償費１７１万円の減額につ

きましては、受益者負担金前納報奨金の件数の減によるものでございます。９節旅費２９万円の減額に

つきましては、全国町村下水道支部長会議が地震災害により中止になり不要になったものでございま

す。１８節備品購入費１６万円の減額につきましては、地下水用メーター器の購入の口径変更によるも

のでございます。次に１９節負担金、補助及び交付金１８万６,０００円のうち、負担金６万２,０００

円の減額につきましては、支部長会議の中止、並びに補助金１２万４,０００円の減額につきましては、

水洗便所改造資金利子補給制度の申込者件数の減によるものでございます。２７節公課費４４６万円の

減額につきましては、消費税納付額の確定によるものでございます。 

 次に、第２款第１項下水道事業費、１目管渠管理費、１９節負担金、補助及び交付金９４

万５,０００円の増額につきましては、東谷・中島地区の維持管理費負担金の確定によるものでござい

ます。次に、２目公共下水道費、１３節委託料２００万円の減額につきましては、雨水整備事業の詳細

設計の一部と事業認可変更業務の先送り、また、汚水整備事業の多功地区詳細設計業務の前倒しによる

ものでございます。１５節工事請負費１５０万円の増額につきましては、県道部の取出工事が例年より

多かったことにより工事費の不足が生じたため、工事費を見込むものでございます。次に、３目特定環

境保全公共下水道費、１３節委託料７００万円の減額につきましては、事業費の確定見込みによるもの

でございます。次に、２２節補償、補填及び賠償金３,０００万円の減額につきましては、水道管布設

替え工事の確定に伴うものでございます。 

 次に、第３款流域下水道費、第１項流域下水道費、１目流域下水道費、１９節負担金２４５万円の減

額につきましては、流域下水道維持管理負担金の確定見込みによるものでございます。 

 次に、第４款第１項公債費、１目元金、２３節償還金、利子及び割引料８５万円の減額、及び２目利

子、２３節償還金、利子及び割引料２７２万円の減額につきましては、支払額の確定によるものでござ

います。 

 続きまして、ページを戻りますが、６ページをお開きください。 

 第２表地方債補正についてご説明いたします。 

 ２の流域下水道事業の補正前の限度額７２０万円を補正後の限度額４９０万円に、並びに、３の特定

環境保全公共下水道事業の補正前の限度額１億８,３００万円を、補正後の限度額１億５,２３０万円に、

それぞれ事業費の確定見込みに伴い変更するものでございます。 
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 以上で、上三川町公共下水道事業特別会計補正予算について、終わります。 

 続きまして、議案第２１号「平成２８年度上三川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）」

についてご説明いたします。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開きください。 

 まず歳入でございますが、第３款第１項繰入金、１目一般会計繰入金８３２万５,０００円の減額に

つきましては、歳出の減額に伴うものでございます。 

 次に、１２ページ、１３ページをお開き願います。 

 歳出でございます。第１款農業集落排水事業、第１項総務費、１目一般管理費、１９節負担金、補助

及び交付金１１万８,０００円の減額につきましては、今年度の水洗便所改造資金利子補給制度の利用

申込者の減によるものでございます。２７節公課費１３０万７,０００円の減額につきましては、消費

税納付額の確定によるものでございます。次に、第２項施設管理費、１目施設管理費、１１節需用

費６９０万円の減額につきましては、電気料金単価の伸びがなかったことによるものでございます。 

 以上で、上三川町農業集落排水事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第２２号「平成２８年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」についてご説

明いたします。 

 補正予算書の１２ページ、１３ページをお開きください。 

 まずは、一番上の収益的支出でございますが、第１款水道事業費用、第１項営業費用、５目総係

費２７７万７,０００円の減額につきましては、全て会計間の移動に伴うものでございます。 

 次に、資本的収入でございますが、第１款水道事業収入、第３項負担金、２目負担区分以外の負担

金、１節負担金２,９７８万４,０００円の減額につきましては、公共下水道事業特別会計の補償金等の

減額に伴うものでございます。 

 以上で水道事業、特別会計補正予算の説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。１４番、稲

葉 弘君。 

○１４番【稲葉 弘君】 何点か質問なんですけれども、まず第１点は、一般会計なんですけれど

も、１３ページなんですけども、保健衛生使用料ということで先ほど説明があったんですけれど

も、１８５万７,０００円減ということで、１７から５区画になったということなんですけれども、こ

の理由ですね、どういう理由でなったのかということ、それが１点です。 

 それとあと１５ページなんですけども、教育費補助金の中で、一番下なんですけども、教育総務費補

助金ということで減額５３１万円ということになっていますけれども、この事業の内容ですね、どうい

う事業で減額になったのか、説明はなかったと思うんですけれども、ありましたか？ じゃあ、もう一

度お願いしたいと思います。 

 それから２３ページなんですけれども、いきいきプラザの管理費ということで、修繕料ということ

で９７２万ですか、先ほど説明があって、空調施設３台のうち１台が壊れたと、そういうことなんです

けども、この入札ですね、その経過、あるいは、業者はどこをとったのか、それをお聞きしたいと思い

ます。 
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 あと２５ページなんですけども、じん芥処理費ということで、衛生費なんですけども、１３の委託料

ということで８２９万７,０００円ということで委託をして減額になっていますけれども、この委託業

者の時給というのは幾らぐらいになっているのか、要するに雇われている人の時給をどのぐらいで見て

いるのかということでお聞きしたい。 

 それと、あとは介護保険の補正の中で、１１なんですけれども、介護保険事業費補助金ということで、

国県支出金ということで、システムの改修ということで説明があったんですけれども、この具体的な改

修内容ですね、どういう内容なのかということ。 

 それとあと、後期高齢者なんですけれども、１３ページなんですけど、一般管理費の歳出の中

で、１９節負担金、補助及び交付金ということで、被保険者人間ドックということで増加になっていま

すけれども、何人から何人ぐらいになったのかということで、それをお聞きしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長【津野田重一君】 執行部の答弁を求めます。最初に霊園の問題です。住民生活課長。 

○住民生活課長【小島賢一君】 芝生墓地が１４区画だったものが５区画で、合葬墓地が３区画の予定

が０になって１８５万７,０００円の減となっております。 

 理由については、今年度予定していた購入が少なかったためでございます。 

○議長【津野田重一君】 第３子以降子育て支援事業、内容についての説明。企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 先ほども答弁を差し上げておりますが、制度改正によりまして、第１子以

降保育料免除事業のほうに統合されたために減額ということでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 いきいきプラザの修繕。健康課長。 

○健康課長【梅沢正春君】 ただいまのいきいきプラザの修繕工事について、入札、あるいは業者はど

こかというご質問だったと思うんですが、こちらにつきましては、本日、補正予算ということで上げさ

せていただきまして、予算を通させていただいた場合には直近の指名選考委員会、あすなんですが、あ

すにかけさせていただきまして、入札執行日、３月２２日を予定しております。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 住民生活課長。 

○住民生活課長【小島賢一君】 じん芥処理の運転手の時給ですが、２,０７７円になっております。 

○議長【津野田重一君】 保険課長。 

○保険課長【海老原俊輔君】 失礼しました。介護保険のほうのシステム改修のほうの内容でございま

すが、施設等の職員の人件費を特例的に、３年に一遍の報酬の改定とか内容の改定が予定されているの

ですが、今回、施設の職員の人件費を一部加算するというような臨時的な対応がございまして、それに

対応できるように町のほうの給付システムのほうを改正するものでございます。 

 それから、後期高齢のほうの人間ドックでございますが、日帰りですけれども、当初１０件の予定を

しておりましたが、最終的に１２件を予想しておりまして、その不足分の補正ということでございます。 

○議長【津野田重一君】 質疑はありませんか。１０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 私もちょっと理解できないんですけれども、３１ページのですね、職員手当
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の内訳の中のですね、時間外勤務手当というのがマイナスになっているんですが、これがなぜマイナス

になったかを聞きたいのと、それから、２８ページの１２款公債費に元金と利子というのは、これは返

済するのか、しないのか、それで足りないので補正で６万６,０００円を見たのか、これを１つ。それ

から、今の２３ページのいきいきプラザの修繕費の９７２万円、これは今、私の聞き違いかどうか知ら

ないけど、あした入札をするんだという額があるのと、今、そういうふうに聞こえたのでね。それか

ら、８ページに、いきいきプラザ設備修繕費といって９７２万円というのと、これが何でこの２つに、

繰越明許費というのはかかっていないのに載せるの？ それともこれからかかるので載せるの？ まず

あなたの説明だと入札はまだだという話だと、というふうにこれはわかるのか、この４つかな、ちょっ

と説明してください。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 ただいまのご質問にお答えいたします。まず、３１ページの給与費明細書、

一般職の中で時間外勤務手当２２３万７,０００円の減ということの説明ですが、こちらにつきまして

は、２８年に栃木県知事選挙、それから参議院議員選挙がございました。そちらの時間外手当、当初見

込んでいたよりも開票時間が早く終わりまして、残額が出たものを減額するものでございます。それが

主な理由でございます。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 それでは、ページ数が、２０ページ、２１ページの１２款公債費、まず元

金と利子、これは関連しますので、ご説明いたします。平成１７年度に借りた地方債、これが平成２８

年３月３１日で１０年たちますので、１０年たったときの見直しということで、そういった条件で。 

（「早くてわからない」の声あり） 

○企画課長【秋山正徳君】 あ、済みません。それでは、平成１７年に借りた起債が１０年たちまして、

平成２８年３月３１日に１０年後の見直しということでございます。見直しの際の利率が１.６か

ら０.１ということになりましたので、元金のほうでは、見直しの際に固まったのが６万６,０００円の

増で、利子のほうでは、そういったことで利率が下がりましたので１３５万１,０００円という内容で

ございます。要は１０年後の利率の見直しということでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 健康課長。 

○健康課長【梅沢正春君】 ただいまのご質問ですが、先ほどお答えしましたのは、本日の補正予算、

議会のほうでお通しいただいた場合には、ヒートポンプという非常に大事な設備でございますので、一

刻も早く修繕をしたいということで、あすの３月３日に指名選考委員会がございますので、そちらのほ

うにかけさせていただいて、その後、入札となりますが、予定では３月２２日に入札予定となっており

ます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 もう１点。 

○健康課長【梅沢正春君】 繰り越しの理由ですが、ただいま申し上げましたように、一番早い予定で

も入札が３月２２日となりますので、工事自体に要する期日がおよそ１カ月かかりますので、急いで
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も４月末完了ということになりますので、その分の費用ということで繰り越しをするわけでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 １０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 そうするとね、修繕をするということがわかっていて、まだ直していないの

に、どうしてこの金額が、どこから、入札もしない、見積もりも取っていなくて、これからやるという

ことで、どうして金額が出てきちゃうの？ まずこれが１つ。だって、まだ決めてないで、これからか

けるというのに、誰が見積もりしてこの金額が出てくるか、それが私にはわからないんですが、どうし

て出るのか。 

 それから、もう一つ、１０年たったから、このお金はいつ返すんですか、またこれからあと１０年借

りるという意味ですか、返さなくていいという、これは起債ですか。国の金利をずっと払いながら借り

たままで済むのか、いつか返すのか、これの説明をちょっとしてくれますか。 

○議長【津野田重一君】 健康課長。 

○健康課長【梅沢正春君】 ただいまの見積もりについてでございますが、今回、修繕につきましては、

まず、故障の点検ということで、ヒートポンプをつくって納入しましたメーカーによります点検を行い

ました。その結果、その業者より見積もりを出させまして、その金額に基づいてこれから入札をかけて

いくことになるということでございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 先ほどの答弁の中で補足させていただきたいと思います。平成１７年に起

債を借りまして、そのときに１０年後の利率に合わせて、再度１０年後に見直しをしましょうよという

ことで、借りたときにそういった取り決めをしております。１０年たったものですから、１０年後の利

率ということで１.６であったものを０.１％に見直した。見直したことによって、当初見ていた金額よ

りも元金のほうでは、これは元利償還のために単年度の利子償還額は減少するんですけれども、利子の

ほうは単年度で。今、言ったそういうことで元金のほうは６万６,０００円増えるわけですが、利子の

ほうで利率が下がりましたので、１３５万１,０００円下がるということで、利子の１０年後の見直し

ということです、これは返す予定でございます。 

（「いつ返すの」の声あり） 

○企画課長【秋山正徳君】 補正ということで、今年度に返すということで計上してございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 １０番、勝山修輔君。 

○１０番【勝山修輔君】 どうしてもわからないのは、じゃあ、この見積もった金額はメーカーが出し

た金額で、この金額によって入札をかけたら増えることもあり得るし、減ることもあり得るということ

ですか。それとも、このメーカーが金額を提示したらば、それをまた新たに見積もりをまた取るのか、

そこのところを課長、よく答えてくれる？ 金額が今、出ている金額で、これから見積もりを取ると増

えていくのか、減っていくのかということもありえるのかい？ それで今度は入札でそれを受けてくれ

る人がいるのか、いないのかということにもなっちゃうんじゃないの？ 総務課で聞いているんじゃな
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い、そっちで聞いているんだよ。 

○議長【津野田重一君】 総務課長。 

○総務課長【田中文雄君】 今の件についてお答えいたします。 

 当然、工事とか修繕とかをするために予算が必要になります。予算を取るためには、どの程度の予算

が必要なのかということで、事前に、見積もりの取り方は、職員がはじく場合、また関係業者から参考

見積もりを取る場合、いろいろのやり方がありますが、事前に見積もりを作成します。それに基づいて

予算のほうを、今回ですと補正予算のほうをとります。これで補正予算が認められましたら、その実際

の入札にかけますので、当然この予算よりは入札の結果安くなるのが通常でございます。逆に高くなっ

た場合には予算額をオーバーするので、入札が不成立ということで再度の見積もりとなることもござい

ます。 

 簡単ですが、以上です。 

（「３回目かな？」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 勝山議員、もう３回、終わりました。 

（「私が言っているのは、見積もりの金額がどうしてわかるんですかと聞いているの」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 予算は、業者から見積もりを取った金額という説明です。 

 ほかに質疑はありませんか。１５番、田村 稔君。 

○１５番【田村 稔君】 企画課長、１３ページの地方創生加速化交付金で３,４８７万６,０００円か

な、ロボット事業とかの、先ほど十何ページだっけ？ 東京でのイベントとか、幾つか中止になったと

いう話ですが、要するに採択にならなかったということは、ほかのところに持っていかれちゃったのか

何か、その辺も含めてですね、本町の採択にならなかったこの３,４８７万６,０００円、こちらの詳細

と、また、受付のロボット等は、下野はじめ幾つかやっているところもあると思うんですが、本町にお

いて採択されなかったというのは、予算書、私らも賛成してやったんだけども、どうしてそういうふう

になったかという内容とですね、ただ単に県からパッと切られただけだとかね。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 ただいまのご質問についてお答えします。 

 地方創生加速化交付金、上三川の場合には二次募集ということで応募をさせていただきました。県内

でも１市５町、応募があったわけでございますが、県内の状況では、まず、４団体が採択されて、２団

体は不採択。その４団体の中でも３団体は減額された採択となっております。本町においては、そのＩ

ＣＴの部分については不採択ではございましたが、今回の６月の補正のときに採択になった部分として

は、「るるぶ」ということで、先般、議員の皆様のお手元にお配りした「るるぶ」、さらには、今、作

成中の町のＰＲ動画というような形で、金額にしまして５１２万４,０００円につきましては採択を受

けております。これにつきましては１０分の１０の補助率で採択を受けているということでございます。 

 議員ご指摘の、そのほかは、今回上三川が採択にならなった部分はどうしてかということなのですが、

一応内部のほうでもちょっと分析をさせてもらったんですが、その中では、先ほど申しましたとおり、

二次募集ということで６月補正にかけさせてもらいました。期間が５月の前半にそういった話がありま

して、短期間の中で申請を行わなくちゃならないということがございましたので、準備期間が短いとい
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うこともございました。また、さらには、その考え方の部分で、県のほうと協議もしたという経緯はご

ざいますが、町のほうの考え方の部分でそごが生じた部分もありますので、全部が採択にはなりません

でしたが、５１２万４,０００円、この部分については１０分の１０で採択を受けております。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから順次採決いたします。 

 まず、議案第１６号「平成２８年度上三川町一般会計補正予算（第７号）」について、原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立多数です。したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号「平成２８年度上三川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」を原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号「平成２８年度上三川町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」を原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号「平成２８年度上三川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」を原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号「平成２８年度上三川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」を原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号「平成２８年度上三川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）」を原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号「平成２８年度上三川町水道事業会計補正予算（第２号）」を原案のとおり決定
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することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがって、議案第２２号は、原案のとおり可決されました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 会議途中ですが、ここで１５分間休憩いたします。 

午後１時５２分 休憩 

 

午後２時０６分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復しまして会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 日程第２５、議案第２３号「平成２９年度上三川町一般会計予算」を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 平成２９年第１回上三川町議会定例会に当たりまして、町政運営に対する所信

の一端を申し述べますとともに、平成２９年度予算案についてご説明いたします。 

 内閣府が１月に発表した月例経済報告によりますと、国内の景気は一部に改善のおくれも見られるが、

緩やかな回復基調が続いているとされています。各論では、企業収益は改善に足踏みが見られるものの

高い水準を示し、雇用情勢も改善していることから、先行きについては雇用・所得環境の改善が続く中

で各種政策の効果もあって緩やかに回復していくことが期待されるとしております。しかし、個人消費

及び設備投資については、持ち直しの動きが見られるとの判断にとどまっており、景気回復の実感は、

地方経済の隅々まで行き渡っていると言える状況ではありません。加えて、世界の経済状況は、全体と

しては緩やかに回復してきているものの、アメリカの政策動向や中国の不動産価格や過剰債務問題を含

む金融市場の動向によっては、我が国のデフレ脱却や、経済再生の妨げとなる要因を含んでおり、景気

の先行きは依然不透明であります。現下の我が国の財政状況は、国、地方の債務残高がＧＤＰの２倍程

度に膨らみ、なおもさらなる累増が見込まれるなど、引き続き厳しい状況にあります。 

 このような中、政府は引き続き「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、６００兆円経済の

実現と、平成３２年度の財政健全化目標の達成の双方の実現を目指すとともに、一億総活躍社会の実現

に向け、アベノミクス「新・３本の矢」に沿った施策の推進を図ることとしています。また、地方にお

いては、地方分権一括法が施行されてから地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に

満ちた地域社会の実現が求められており、人口減少問題についても、地方自治体の実情に応じた対策を

自主的に講じる必要があります。本町におきましても、人口減少に歯どめをかけるべく、「上三川町 

まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき対策を講じているところであります。 

 町政運営に当たりましては、国や県の動向を注視することはもとより、住民ニーズを的確に捉え、本

町の実情に応じた諸施策を実施することによって、住民の福祉の増進に努めるとともに、限られた財源

の中で、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めてまいります。 
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 また、平成２９年度は、上三川町第７次総合計画の２年目に当たります。基本計画に盛り込まれた諸

施策を積極的に推進することにより、町の将来像である、「共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち 

上三川」の実現に向け全力を傾注してまいる所存であります。ここに、町議会議員の皆様、及び町民の

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。 

 次に、平成２９年度予算編成に当たっての基本的な事項について申し上げます。 

 国の予算編成においては、財政健全化への着実な取り組みを進める一方で、一億総活躍社会の実現の

ための子育て・介護や、成長戦略の鍵となる研究開発など、重要な政策課題について必要な予算措置を

講じるなど、めり張りをつけるとしています。また、平成２９年度予算は、経済財政再生計画の２年目

に当たることから、引き続き歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進するとしています。地

方公共団体全体の財政は、企業の業績や個人所得の伸びによって、自主財源である住民税の増収が期待

されるものの、収支の均衡が図れるまでには至らず、依然として補助金や交付金等の依存財源が重要な

財源となっているのが現状であります。また、高齢化の進展や少子化対策に伴う扶助費が年々増加して

いることから、義務的経費の占める割合が増え、財政を圧迫している状況にあります。 

 本町においても、社会保障関係経費等は増加傾向にあり、経常的な経費の割合が増え、柔軟な財政運

営が難しくなりつつあります。依然として厳しい運営を強いられる財政状況の中で、本町の平成２９年

度予算案は、上三川町第７次総合計画及び上三川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる目標の実

現に向け、諸施策の積極的な推進を図るとともに、硬直化した財政構造からの脱却、及び収支の均衡を

図ることを基本的な考え方とし、町民ニーズや費用対効果等を十分に勘案した上で、事務事業の選択と

集中を図りながら、重点的、効率的な予算配分に努めて編成したところであります。 

 この結果、平成２９年度一般会計予算案の総額は１０２億１,１００万円となり、前年度予算と比較

して２億２,１００万円、２.１％の減となりました。 

 まず、歳入について申し上げますと、自主財源の根幹をなす町税は、個人町民税及び固定資産税の増

収はわずかに見込めるものの、法人町民税が減収見込みであり、予算計上額は５６億５,５０７

万６,０００円となり、前年度予算と比較して４億３,２１５万円、７.１％の減となりました。地方交

付税のうち普通交付税については、交付団体となる見込みから２億８,３００万円を計上しました。ま

た、財源の有効活用のため、建設地方債の適切な起債と地方交付税の代替財源である臨時財政対策債の

導入を図るとともに、財政調整基金及び社会福祉基金の活用を図ることといたしました。 

 歳入を財源別に申し上げますと、自主財源は６４億６,５１９万６,０００円、構成比６３.３％、前

年度比５億６,０１０万３,０００円、８.０％の減、依存財源は３７億４,５８０万４,０００円、構成

比３６.７％、前年度比３億３,９１０万３,０００円、１０.０％の増となりました。 

 次に歳出でありますが、性質別で申し上げますと、消費的経費は６３億９,６５０万１,０００円、前

年度比１,０２９万５,０００円、０.２％の減となりました。また、投資的経費は１３億４,７２９

万２,０００円、前年度比２億４,０２５万８,０００円、１５.１％の減で、主に上三川小学校屋内運動

場新築事業が前年度に完了したことにより減額となったものであります。その他の経費は２４

億６,７２０万７,０００円、前年度比２,９５５万３,０００円、１.２％の増で、主に地方債元金償還

金の増によるものであります。 
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 次に、各特別会計予算案について申し上げます。 

 国民健康保険事業会計予算案は３６億８,８００万円で、前年度比２,３００万円、０.６％の減、介

護保険事業会計予算案は１９億９,０００万円で、前年度比２,４００万円、１.２％の増、後期高齢者

医療会計予算案は２億３,２００万円、前年度比４００万円、１.７％の減、公共下水道事業会計予算案

は、１２億１００万円で、前年度比２,９００万円、２.５％の増、農業集落排水事業会計予算案は３

億１,５００万円で、前年度比１００万円、０.３％の減となりました。 

 以上、一般会計と特別会計を合計した予算案総額は１７６億３,７００万円となり、前年度予算と比

較して１億９,６００万円、１.１％の減となりました。 

 最後に水道事業会計予算案について申し上げます。 

 収益的収支は、収入６億２６万７,０００円で、前年度比４３４万７,０００円、０.７％の減、支

出５億７,３５２万円で、前年度比１,３４８万９,０００円、２.３％の減。資本的収支は、収

入７,８０５万８,０００円で、前年度比１,８０８万５,０００円、１８.８％の減、支出２億８,８５５

万２,０００円で、前年度比２３７万４,０００円、０.８％の減であります。 

 次に、平成２９年度当初予算案に基づき、一般会計における主な施策について申し上げます。 

 第２款総務費では、災害時の防災拠点としての機能確保の観点から、役場庁舎の耐震補強工事を実施

いたします。また、町の保有する防犯灯の一斉ＬＥＤ化と、町による集中管理により経費節減と自治会

の負担軽減を図ってまいります。 

 第３款民生費では、自立支援医療費の支給、重度心身障害者に対する医療費助成、地域生活支援、自

立支援のための給付等、障がい者支援の充実を図ってまいります。また、第３子以降の出産に対する祝

金の支給、放課後児童の健全育成、医療費の助成、私立保育園に対する助成等、子育て支援の充実を図

ってまいります。 

 第４款の衛生費では、感染症対策として、予防接種、母子健康教育、がん・結核検診等の保健サービ

スの充実や、町民一人一人の健康づくり活動を推進してまいります。特に健康づくりの一環とした健康

マイレージ事業を引き続き実施いたします。 

 第６款の農林水産業費では、首都圏農業推進事業、園芸産地振興対策、土地利用型経営体育成、環境

保全型農業直接支援対策、農地集積推進、新規就農総合支援、農業基盤整備促進等、農業の振興に取り

組んでまいります。 

 第７款の商工費では、企業誘致のための奨励金交付や、新産業団地開発に向けた取り組みによる工業

の振興、夕顔サマーフェスティバル、かみのかわ町おこし夏祭りの開催に対する補助や、上三川景観ス

ポットの整備等、観光レクリエーションの振興に取り組んでまいります。 

 第８款の土木費では、幹線道路、生活道路の計画的な整備、道路橋梁の適正な維持管理に努め、町内

道路網及び快適な道路環境の整備を推進してまいります。また、田川内水被害の軽減対策を継続し、近

年多発しているゲリラ豪雨等による被害の軽減を図ります。 

 第９款の消防費では、平成２８年度から引き続いてデジタル移動系防災行政無線の整備や第１分団

第４部消防団員詰所の建設、第３分団第１部消防ポンプ自動車の更新等、消防防災体制の充実を図りま

す。 
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 第１０款の教育費では、タブレット型情報端末の整備、本郷小学校及び明治南小学校への防犯カメラ

設置など、学校教育環境の改善・整備を進めてまいります。また、しらさぎマラソン大会、町民スポー

ツレクリエーション祭の実施によるスポーツの振興や、町指定文化財説明看板整備による文化の振興を

図ってまいります。 

 なお、特別会計及び企業会計に対しては、所要の繰り出し、出資等を行います。 

 以上のような施策の実施により、上三川町第７次総合計画に掲げる町の将来像「共に創る 次代に輝

く 安心・活力のまち 上三川」の実現を目指してまいります。しかし、これら施策の実施に当たって

は、町民と行政が一体となって推進する必要がございます。そこで、町民に開かれたまちづくりを進め

るため、広報紙やホームページのほか、メール配信やテレビのデータ放送を利用した広報活動を積極的

に実施するとともに、多様化・高度化する町民ニーズを的確に捉え、行政施策にフィードバックさせる

ための広聴活動を充実することにより、町民と行政がともに考え、ともに行動する協働と参画のまちづ

くりを目指してまいります。 

 以上、平成２９年度に臨む所信の一端を申し述べるとともに、予算案の概要についてご説明いたしま

したが、詳細につきましては担当課長をもって説明させますので、慎重審議の上、可決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長【津野田重一君】 所管課長の説明を求めます。税務課長。 

○税務課長【伊澤幸延君】 議案第２３号「平成２９年度上三川町一般会計予算」についてご説明いた

します。 

 予算書の１４、１５ページをお開き願います。 

 歳入についてご説明いたします。 

 第１款町税、第１項町民税、１目個人、本年度予算額１６億６,８００万円は、現年課税分１６

億４,８００万円、滞納繰越分２,０００万円でございます。現年課税分は、均等割５,４００万円、所

得割１５億９,４００万円でございます。２目法人、本年度予算額３億５,７５０万円は、現年課税分３

億５,７００万円、滞納繰越分５０万円でございます。現年課税分は、均等割７５６事業所、１

億２,９００万円、法人税割３３３事業所、２億２,８００万円を計上しております。第２項固定資産

税、１目固定資産税、本年度予算額３０億３,１００万円は、現年課税分３０億７００万円、滞納繰越

分２,４００万円でございます。現年課税分は、土地９億９,３５０万円、家屋１０億７,９５０万円、

償却資産９億３,４００万円でございます。２目交付金は、本年度予算額３４２万６,０００円、昨年同

額でございます。第３項軽自動車税、本年度予算額８,０６５万円は、現年課税分７,９７０万円、滞納

繰越分９５万円で、登録台数は１万３,６００台を計上しております。第４項町たばこ税、本年度予算

額２億９,５００万円でございます。旧３級品の増税等を見込んでございます。第５項都市計画税、本

年度予算額２億１,９５０万円は、現年課税分２億１,８００万円、滞納繰越分１５０万円でございます。

現年課税分は、土地１億１,５５０万円、家屋１億２５０万円でございます。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 企画課長。 

○企画課長【秋山正徳君】 それでは、町税以外の歳入につきましては、第２款地方譲与税から第２０
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款町債までをまとめて説明いたします。主なものを説明させていただきます。 

 第２款地方譲与税、第１項１目地方揮発油譲与税３,８００万円、並びに第２項１目自動車重量譲与

税８,８００万円、これにつきましては、それぞれ本年度の決算見込額等を勘案して計上しております。 

 １６、１７ページをお開き願います。 

 第３款第１項１目利子割交付金２７０万円、これにつきましては、預金利率の低下など、本年度決算

見込額から勘案し、前年度に比べ減額での計上となっております。 

 第４款第１項１目配当割交付金１,４００万円、第５款第１項１目株式等譲渡所得割交付金１,５００

万円、第６款第１項１目地方消費税交付金５億７,０００万円、第７款第１項１目自動車取得税交付

金２,３００万円、第８款第１項１目地方特例交付金の２,０００万円、これにつきましては本年度決算

見込額から勘案し計上したものでございます。 

 第９款第１項１目地方交付税３億３,３００万円。平成２８年度の町税の大幅な減収に伴いまして、

平成２９年度は普通交付税が交付される見込みから、普通交付税を２億８,３００万円、特別交付税に

つきましては、昨年と同額の５,０００万円を計上するものでございます。 

 第１０款第１項１目交通安全対策特別交付金３６０万円、これにつきましては、本年度交付額に対し

減少率を加味し計上したものでございます。 

 第１１款分担金及び負担金、第１項負担金、１目民生費負担金１億１,９４５万２,０００円。主なも

のは、２節児童福祉費負担金の１億１,８３０万５,０００円で、保育所扶養義務者負担金、約４２０人

分の保育料の収入見込みを計上したものでございます。 

 １８、１９ページをお開き願います。 

 第１２款使用料及び手数料、第１項使用料、３目衛生使用料１９６万２,０００円につきましては、

上三川霊園の１０区画の永代使用料等でございます。５目土木使用料３,２３５万円、主なものは、１

節土木管理使用料４２８万円。内容としましては、東京電力、ＮＴＴの電柱等の道路等への占用料でご

ざいます。また、３節の住宅使用料２,５８６万円。これにつきましては、町営住宅１１６戸分の家賃

収入２,３３９万９,０００円、並びに１００台分の駐車料金２４６万１,０００円を計上しております。

第２項手数料、１目総務手数料１,２３３万１,０００円。主なものは、２節戸籍住民基本台帳手数

料１,１５１万１,０００円で、住民票及び戸籍抄本等の交付手数料でございます。 

 一番下になります、第１３款国庫支出金、第１項国庫負担金、１目民生費負担金８億５,９４４

万７,０００円。主なものは、１節社会福祉費負担金で、３番目の障害者自立支援給付費、これの１

億９,０５０万円でございます。これにつきましては、障がい者福祉サービス事業費、並びに補装具支

給事業費に対しての補助率２分の１を計上したものでございます。 

 ２０、２１ページをお開き願います。 

 一番上の行をごらんいただきたいと思います。２節児童福祉費負担金６億２,３４４万６,０００円。

内訳としましては、対象児童数約４,６００人分の児童手当４億１,３８８万円、保育所運営費等の経費、

子どものための教育・保育給付費２億９５６万６,０００円を国庫負担金として計上するものでござい

ます。第２項国庫補助金、２目民生費補助金２億４,４９９万４,０００円。主なものは、２節児童福祉

費補助金２億３,３５７万６,０００円。主なものは、延長保育、障がい児受入事業に係る子ども・子育
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て支援交付金の１,８９９万６,０００円。また、大山保育所新築、並びにふざかしおひさま分園の新築

に係る保育所等整備交付金の２億１,３５９万円でございます。４目土木費補助金９,５８７万円。主な

ものは、１節道路橋梁費補助金５,４１９万５,０００円。内容としましては、道路整備並びに橋梁の長

寿命化に係る補助事業対象事業費の５５％を社会資本整備総合交付金として見込むものでございます。

また、３節都市計画費補助金、これにつきましては、桃畑緑地公園、並びに蓼沼緑地公園のトイレ改修

に係る社会資本整備交付金３,３５０万円を見込むものでございます。５目教育費補助金２,１８８

万５,０００円。主なものは、１節教育総務費補助金２,０５９万５,０００円。内容としましては、幼

稚園就園奨励費として５１７人分を計上するものでございます。第３項委託金、２目民生費委託

金５７２万８,０００円。主なものは、１節社会福祉費委託金の国民年金事務に係る委託料５６４

万８,０００円でございます。 

 第１４款県支出金、第１項県負担金、１目民生費負担金４億２,１４２万５,０００円。主なもの

は、１節社会福祉費負担金では、一番上の国民健康保険保険基盤安定で、低所得者軽減分に対する県負

担金として８,３８８万１,０００円、後期高齢者医療保険基盤安定では、低所得者軽減分に対する県負

担金３,７８８万９,０００円。１つ飛びまして、障がい者へのサービス事業に対する障害者自立支援給

付費に対する県負担金９,５２５万円を計上するものでございます。 

 ２２、２３ページをお開き願います。 

 一番上をごらん願います。２節児童福祉費負担金では、国庫負担金で説明いたしましたが、

約４,６００人分の児童手当９,０６６万円、保育所運営に係る子どものための教育・保育給付費１

億４７８万３,０００円を県負担金として計上するものでございます。次に、第２項県補助金、１目民

生費補助金２億６,９６５万円。主なものは、１節社会福祉費補助金では、一番下になりますが、地域

密着型特別養護老人ホーム等の整備費として、地域医療介護総合確保基金交付金１億４,３４０万円を

計上するものでございます。また、２節児童福祉費補助金では、上から２番目、子ども医療費

の４,６８７万３,０００円、中段の第３子以降保育料免除事業の１,７９４万４,０００円、延長保育事

業・障がい児受入事業に係る子ども・子育て支援交付金１,８９９万６,０００円を県補助金として見込

むものでございます。３目農林水産業費補助金６,３１５万５,０００円。主なものは、１節農業費補助

金、上から５番目になります、県単土地改良事業では、灌漑排水事業に係る事業費の３５％

の１,２２５万円を、また下から５番目になりますが、農地集積推進事業では２０件分の協力

金１,００４万円を、また、その下の新規就農総合支援事業では、５人分の新規就農者支援金とし

て７５０万円を計上するものでございます。また、農業基盤整備促進事業でございますが、川中子地内

の取水堰整備に係る県補助金１,９５０万円を計上するものでございます。 

 ２４、２５ページをお開き願います。 

 第３項委託金、１目総務費委託金７,５１９万４,０００円。主なものは、１節総務管理費委託金

の２,８１７万４,０００円で、これは町の振興及び行政運営の効率化に資するため交付される県市町村

総合交付金でございます。２節徴税費委託金４,６００万円は、約１万５,２００人分の県民税に係る徴

収委託金でございます。 

 第１５款財産収入、第１項財産運用収入、１目財産貸付収入４７３万８,０００円。これにつきまし
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ては、雇用促進住宅南の宿舎駐車場、多功南原町有地ほか、町有地の貸付料でございます。２目利子及

び配当金１２９万６,０００円。これにつきましては、各基金の利子収入を見込むものでございます。 

 第１６款第１項寄附金、１目一般寄附金、２目指定寄附金につきましては、それぞれ２５０件分

で２５０万円の寄附金を見込むものでございます。 

 ２６、２７ページをお開きいただきます。 

 第１７款繰入金、第２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金３億６,４９０万円。これにつきまし

ては、歳出に対しての不足額を基金から繰り入れをするものでございます。２目社会福祉基金繰入金、

これにつきましては、社会福祉協議会で行う地域活動推進費等に充てることとして９４１万６,０００

円を繰り入れるものでございます。 

 一番下になりますが、第１９款諸収入、第４項雑入、３目雑入４,４１３万４,０００円。 

 ２８、２９ページをお開きいただきたいと思います。 

 主なものを申し上げます。一番上の自治宝くじ助成金の３９０万円。内容につきましては、本郷コミ

ュニティ推進協議会の備品整備に２５０万円、本郷北小コミュニティ推進協議会の備品整備に１４０万

円を助成金として見込むものでございます。上から４番目になります。派遣職員給与等経費、これにつ

きましては、後期高齢者医療広域連合への派遣職員の給与等の経費４６０万円。１つ飛ばしまして、市

町村交付金として、オータムジャンボ宝くじ収益金からの交付金５００万円。中段になりますが、地域

内フィーダー系統確保維持費分としまして、デマンド交通に対する補助金５８２万円を見込むものでご

ざいます。また１つ飛びまして、資源売払い５４４万８,０００円につきましては、新聞、段ボール、

雑誌等の売払収入を見込むものでございます。下から６行目でございます。後期高齢者に係る健康診査

等委託料として１,０２２万円。また１つ飛ばしまして、中学生海外派遣事業では２２人分の負担金と

して２６４万円を計上するものでございます。 

 第２０款第１項町債でございます。１目総務債では、庁舎の耐震等の改修事業で５,３９０万円。２

目民生債では、障がい児通所施設整備事業で４２０万円、３目衛生債では、宇都宮市への最終処分場整

備事業負担金に９９０万円、４目土木債では、道路新設改良事業で道路債、公園債、合わせ

て５,７００万円、５目消防債では、３－１のポンプ車、１－４の詰所建て替え、防災無線等の整備事

業で合わせまして８,９００万円、６目教育債では、文化財保護環境整備事業で７８０万円、７目臨時

財政対策債につきましては３億円を見込むものでございます。 

 以上で一般会計の歳入の説明を終わります。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 説明途中ですが、本日はこれで延会といたします。ご苦労さまでした。 

 なお、明日も午前１０時から本会議を行います。お疲れさまでした。 

午後２時４３分 延会 


